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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第121期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第120期

会計期間

自平成20年
4月 1日

至平成20年
6月30日

自平成19年
4月 1日

至平成20年
3月31日

売上高（百万円） 78,622 311,995

経常利益（百万円） 6,234 24,171

四半期（当期）純利益（百万円） 3,224 14,241

純資産額（百万円） 152,726 155,501

総資産額（百万円） 263,442 254,263

１株当たり純資産額（円） 1,394.84 1,418.31

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
31.05 137.15

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 55.0 57.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
6,857 31,367

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,126 △27,312

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
10,510 △2,343

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
39,532 28,318

従業員数（人） 12,617 11,836

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

　　　　　　していない。

　　　　２．売上高には、消費税は含まれていない。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載　

　　　　　　していない。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

　

　

　

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

　

　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年6月30日現在

従業員数（人） 12,617  

　（注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）である。

２．臨時従業員の総数は従業員数に対する割合が100分の10未満のため、記載を省略している。

(2）提出会社の状況

　 平成20年6月30日現在

従業員数（人） 2,878  

　（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）である。

２．臨時従業員の総数は従業員数に対する割合が100分の10未満のため、記載を省略している。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ず

しも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多いため、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注

規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。

　このため生産、受注及び販売の状況については、「３.財政状態及び経営成績の分析」における事業の種類別セグメン

トの業績に関連付けて示している。

販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

　 　

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年4月 1日
　　至　平成20年6月30日）

ゴム製品（百万円） 64,209

樹脂製品その他（百万円） 14,413

合計（百万円） 78,622

　（注）１．セグメント間の内部売上又は振替高1,320百万円については相殺消去している。

２．当第１四半期連結会計期間における主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

　　次のとおりである。

　 　

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年4月 1日　
　　至　平成20年6月30日）

金額（百万円） 割合（％）

マルヤス工業（株） 12,419 15.8

３．本表の金額には、消費税等は含まれていない。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

　

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

（1）業績の状況

　   　当第１四半期の世界経済は、歴史的な原油価格高騰の中で、米国ではサブプライムローン問題に端を発し

     て景気の減速傾向が顕著となり、欧州においても景気の減速懸念が強まっている。また、中国をはじめとす

     るアジアやその他新興国では景気の拡大は続いているものの成長の伸びは鈍化してきており、世界経済の減

     速が懸念されている。わが国経済は、原油・原材料価格の大幅な高騰や株式市場の下落、米国の景気後退懸

     念から、輸出・生産は弱含みとなり、企業の業況判断は慎重さが増しており、国内景気の減速傾向が鮮明に

     なってきている。

　　   当社グループを取り巻く経営環境は、自動車生産台数が国内・海外ともに堅調に推移した。一方、天然ゴ

     ムや石油産品、鋼材等の原材料価格が上昇し、収益面では厳しい状況となった。今後は世界的な景気減速に

　　 よる需要減少の中、競争激化に伴う製品価格の低下も懸念され、一層厳しい状況が続くものと予想される。

　　　 このような状況下、当社グループは原材料価格の急激な高騰に対して原価低減活動の推進や売価への反映

     に努力し、さらに強靭な経営体質と「世界№１品質」の実現に向けて、グローバル市場における事業の拡大

     や構造改革を加速させるとともに、お客様の満足を第一義とした製品開発に取り組むなど、高品質な製品を

     供給できるよう努めてきた。

　　　 この結果、当第１四半期の連結売上高は、78,622百万円となり、経常利益は6,234百万円となったが、棚

     卸資産の評価基準の変更に伴う特別損失を計上したことにより、四半期純利益は3,224百万円となった。

　　　

　　　事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりである。

　　 ａ．ゴム製品事業
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　　   自動車用ゴム製品分野では、米国の景気減速傾向を受けて米国の海外子会社の売上は減少したものの、国

     内自動車メーカー各社の生産台数がアジアを中心に拡大したことに伴い中国・タイの海外子会社の生産が拡

     大し、全体的には堅調に推移した。自動車用防振ゴムでは、電子制御式エンジンマウントなどの増加により、

     売上高は前年同期を上回った。自動車用ホースでも、樹脂とゴムとの複合低透過ホースなど環境規制対応製

     品の伸びもあり、売上高は前年同期を上回った。

　　　 産業用ゴム製品分野では、建設機械向けなどの高圧ホースが堅調に推移したほか、橋梁用ゴム支承の売上

　　 も伸び、また住宅用・ビル用制震装置の市場展開を推進したことにより、売上高は前年同期を上回った。

　　　 この結果、セグメント間消去前の売上高は64,212百万円、営業利益は4,997百万円となった。　  　

　       ｂ．樹脂製品その他事業

　　　　　 プリンター用機能部品など事務機器向け精密部品分野では、プリンターのカラー化、高機能化に対応した

         製品の販売が堅調に推移し、売上高は前年同期を上回った。

　　　　　 内装材・ウレタン製品等自動車用樹脂製品分野では、適用車種の増加および新規車種向け製品の受注が好

         調であったことから、売上高は前年同期を上回った。

　　　　　 この結果、セグメント間消去前の売上高は15,730百万円、営業利益は1,101百万円となった。 

　       

         所在地別セグメントの業績を示すと次のとおりである。

　　　　 ａ．日本

　　　　　 自動車関連製品の売上が堅調に推移したため、セグメント間消去前の売上高は前年同期を上回り58,061百

         万円となり、営業利益は3,121百万円となった。

　       ｂ．北米　

　　　　　 米国経済の減速に伴う顧客需要の低下により、セグメント間消去前の売上高は前年同期を下回り15,635百

         万円となり、営業利益は1,087百万円となった。

　       ｃ．アジアその他　

　　　　　 中国・タイでの供給体制の拡充により、セグメント間消去前の売上高は前年同期を上回り14,153百万円と

         なり、営業利益は1,816百万円となった。
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　　（2）キャッシュ・フローの状況

　　　 当第１四半期連結会計期間のキャッシュ・フローは以下のとおりである。　

　(現金及び現金同等物）

　　　 　当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,214百万円（39.6%）増加

      し、当第１四半期連結会計期間末には39,532百万円となった。

　　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　 税金等調整前四半期純利益5,756百万円と減価償却費4,654百万円から、法人税等の支払額2,497百万円、その

       他調整項目を加減し、結果として当第１四半期連結会計期間において営業活動から得た資金は、6,857百万円と

　　　 なった。

　　 （投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　 　設備投資等により有形固定資産の取得による支出が4,974百万円になるなど、当第１四半期連結会計期間にお

　　　 ける投資活動に使用した資金は、5,126百万円となった。 

　　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）　

       　社債の発行などにより、当第１四半期連結会計期間の財務活動による資金の増加は、10,510百万円となった。

　

　　（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

　

（4）研究開発活動

　　　　 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,099百万円である。

　　　　 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
（1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

　

　

　

（2）設備の新設、除却等の計画

　　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

　重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 　　　400,000,000

計 　　　400,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年6月30日）

提出日現在発行数
(株）

（平成20年8月7日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 104,042,806 104,042,806
東京証券取引所市場第一部

名古屋証券取引所市場第一部
－

計 104,042,806 104,042,806 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
（百万円)

資本金残高
（百万円)

資本準備金増
減額（百万円)

資本準備金残高
（百万円)

平成20年4月1日～

平成20年6月30日
　－ 104,042,806 　－ 12,145 　－ 10,867

　（注）　発行済株式総数、資本金、資本準備金の増減はない。

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していな　　　　

　　　　　　　　

い。　　　　
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（６）【議決権の状況】

    当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

　ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成20年3月31日)に基づく株主名簿による記載

　をしている。

　

①【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年6月30日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式 　－ － －

 議決権制限株式 (自己株式等) 　－ － －

 議決権制限株式 (その他) 　－ － －

 完全議決権株式 (自己株式等)
 普通株式　            204,300　

　　　
－ －

 完全議決権株式 (その他)  普通株式　        103,759,500 1,037,595 (注1)

 単元未満株式  普通株式　             79,006 －
1単元（100株）

未満の株式(注2)

 発行済株式総数
                   104,042,806

　
－ －

 総株主の議決権 － 1,037,595 －

(注) １.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権2個)が含まれている。

　２.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式69株が含まれている。

　

②【自己株式等】

　                                                                      (平成20年6月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所　
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

(自己保有株式)

東海ゴム工業

株式会社 

愛知県小牧市

東三丁目１番地
204,300 － 204,300 0.20

計 － 204,300 － 204,300 0.20

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年4月 5月 6月

最高（円） 1,535 1,613 1,534

最低（円） 1,343 1,306 1,348

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成

20年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 39,532 28,318

受取手形及び売掛金 69,816 70,375

有価証券 500 500

製品 6,299 6,251

原材料 6,207 7,541

仕掛品 7,496 6,457

貯蔵品 2,396 2,911

未収入金 7,434 7,422

繰延税金資産 4,021 3,269

その他 1,726 1,185

貸倒引当金 △159 △170

流動資産合計 145,268 134,059

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 66,035 67,596

減価償却累計額 △34,181 △34,103

建物及び構築物（純額） 31,854 33,493

機械装置及び運搬具 167,780 171,134

減価償却累計額 △124,455 △125,100

機械装置及び運搬具（純額） 43,325 46,034

工具、器具及び備品 45,993 45,991

減価償却累計額 △38,687 △38,495

工具、器具及び備品（純額） 7,306 7,496

土地 10,882 11,005

建設仮勘定 8,439 5,736

リース資産 106 －

減価償却累計額 △11 －

リース資産（純額） 95 －

有形固定資産合計 101,901 103,764

無形固定資産 3,319 3,336

投資その他の資産

投資有価証券 10,112 10,296

繰延税金資産 337 636

その他 2,611 2,277

貸倒引当金 △106 △105

投資その他の資産合計 12,954 13,104

固定資産合計 118,174 120,204

資産合計 263,442 254,263
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 52,300 54,683

短期借入金 11,654 11,516

未払金 13,604 11,502

未払法人税等 2,339 2,590

役員賞与引当金 7 34

製品保証引当金 276 283

その他 8,884 6,596

流動負債合計 89,064 87,204

固定負債

社債 15,000 5,000

長期借入金 263 263

繰延税金負債 2,986 2,917

退職給付引当金 2,768 2,744

役員退職慰労引当金 224 227

その他 411 407

固定負債合計 21,652 11,558

負債合計 110,716 98,762

純資産の部

株主資本

資本金 12,145 12,145

資本剰余金 10,867 10,867

利益剰余金 122,167 119,875

自己株式 △261 △261

株主資本合計 144,918 142,626

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,323 2,005

為替換算調整勘定 △2,404 2,644

評価・換算差額等合計 △81 4,649

少数株主持分 7,889 8,226

純資産合計 152,726 155,501

負債純資産合計 263,442 254,263
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 78,622

売上原価 65,306

売上総利益 13,316

販売費及び一般管理費 ※1
 7,218

営業利益 6,098

営業外収益

受取利息 46

受取配当金 67

投資有価証券売却益 17

為替差益 145

持分法による投資利益 117

その他 124

営業外収益合計 516

営業外費用

支払利息 174

減損損失 28

固定資産廃棄損 45

その他 133

営業外費用合計 380

経常利益 6,234

特別損失

たな卸資産評価損 478

特別損失合計 478

税金等調整前四半期純利益 5,756

法人税、住民税及び事業税 2,307

法人税等調整額 △241

法人税等合計 2,066

少数株主利益 466

四半期純利益 3,224
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 5,756

減価償却費 4,654

減損損失 28

のれん償却額 15

固定資産廃棄損 45

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21

受取利息及び受取配当金 △113

持分法による投資損益（△は益） △117

支払利息 174

売上債権の増減額（△は増加） △1,643

たな卸資産の増減額（△は増加） △502

仕入債務の増減額（△は減少） △355

その他 1,498

小計 9,432

利息及び配当金の受取額 69

利息の支払額 △147

法人税等の支払額 △2,497

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,974

有形固定資産の売却による収入 11

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 20

その他 △181

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,464

社債の発行による収入 10,000

配当金の支払額 △935

少数株主への配当金の支払額 △8

その他 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,510

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,840

現金及び現金同等物の期首残高 28,318

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 374

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,532
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間
 

（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

　　当第１四半期連結会計期間より、㈱Ｔ

　ＲＩ九州及び㈱東海化成九州は重要性が

　増したため、連結の範囲に含めている。

　

(2)変更後の連結子会社の数

２９社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)「四半期財務諸表に関する会計基準」　

　　の適用

　　 当第１四半期連結会計期間より「四半　

　 期財務諸表に関する会計基準」（企業会

　 計基準第12号平成19年 3月14日）及び「

　 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　指針」（企業会計基準適用指針第14号平　

　 成19年 3月14日）を適用している。また

　 「四半期連結財務諸表規則」に従い四半

　 期連結財務諸表を作成している。

　

 (2)重要な資産の評価基準及び評価方法の 

　　変更

　 たな卸資産

　　当第１四半期連結会計期間より「棚卸

　資産の評価に関する会計基準」（企業会　

　

　計基準第 9号平成18年7月5日）を適用し

　評価基準については、従来の原価法から

　原価法（貸借対照表価額については収益

　性の低下に基づく簿価の切下げの方法）　

　に変更している。

　　これにより、営業利益及び経常利益が

　それぞれ4百万円減少し、税金等調整前

　四半期純利益が 482百万円減少してい　

　る。

　

　  (3)「連結財務諸表作成における在外子会

  　社の会計処理に関する当面の取扱い」

　  の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「連

　結財務諸表作成における在外子会社の会

　計処理に関する当面の取扱い」（実務対

　応報告第18号平成18年5月17日）を適用

　し、連結決算上必要な修正を行ってい

　る。

　　これによる営業利益、経常利益及び税

　金等調整前四半期純利益に与える影響は

　ない。
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当第１四半期連結会計期間
 

（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

　 (4)「リース取引に関する会計基準」の適　

　　用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取

　 引については、従来、賃貸借取引に係る

　方法に準じた会計処理によっていたが、

　「リース取引に関する会計基準」（企業

　会計基準第13号（平成5年6月17日（企業

　会計審議会第一部会）、平成19年 3月30

　日改正））及び「リース取引に関する会

　計基準の適用指針」（企業会計基準適用

　指針第16号（平成6年1月18日（日本公認

　会計士協会　会計制度委員会）、平成19　

　年3月30日改正））が平成20年4月 1日以

　後開始する連結会計年度に係る四半期連

　結財務諸表から適用することができるこ

　とになったことに伴い、当第１四半期連

　結会計期間からこれらの会計基準等を適

　 用し、通常の売買取引に係る会計処理に

　 よっている。また、所有権移転外ファイ

　 ナンス・リース取引に係るリース資産の

　 減価償却の方法については、リース期間

　 を耐用年数とし、残存価額を零とする定

　額法を採用している。

　　 これによる営業利益、経常利益及び税

　 金等調整前四半期純利益に与える影響は

　 軽微である。

　

　 (5)在外子会社等の収益及び費用の換算方

　 法の変更

　　在外子会社等の収益及び費用は、従来

　当該子会社等の期末日の直物為替相場に

　より換算していたが、在外子会社等の重

　要性が増したことに伴い、連結会計年度

  を通じて発生する在外子会社等の業績を

　より的確に連結財務諸表に反映させるた

　め、当第１四半期連結会計期間より期中

　平均相場による換算に変更している。

　　これにより、従来の方法によった場合

　に比べ売上高が 987百万円、営業利益が

　118百万円、経常利益が121百万円増加

　し、税金等調整前四半期純利益が121百

　万円増加している。

　　なお、セグメント情報に与える影響は

　当該箇所に記載している。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高

　の算出については、実地棚卸を省略し、

　 前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎と

 　して合理的な方法により算出する方法に

　 よっている。

　　 また、棚卸資産の簿価の切下げについ　

　 ては、収益性の低下が明らかなものにつ　

　 いてのみ、簿価の切下げを行う方法によ

　 っている。

２．法人税等並びに繰延税金

　

　 資産及び繰延税金負債の算

　 定方法

　　当第１四半期連結会計期間に係る法人

　税等の算定については、加減算項目や税

　 額控除項目を重要なものに限定する等の

　簡便的な方法によっている。

３．固定資産の減価償却費の

算定方法

　

　

　　当第１四半期連結会計期間に係る固定

　資産の減価償却費の算定において、定率

　法を採用している資産については、連結

　会計年度に係る減価償却費の額を期間按

　分して算定する方法によっている。

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

　当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐

用年数を主に4～14年としていたが、平成20年度税制改正を

契機として資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半

期連結会計期間より主に4～10年に変更している。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ　

れ106百万円減少している。

  なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載

している。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日）

前連結会計年度末
（平成20年3月31日）

　１．受取手形裏書譲渡高 　　　 103百万円

　

　２．保証債務

　　　下記の関係会社の金融機関借入金等に対し、次の

　　　とおり債務保証を行っている。

会社名 保証金額

　TOKAI IMPERIAL

　RUBBER INDIA

  PRIVATE,LTD　

　　　　　　　　　767百万円　

　（275,000千インドルピー）

　１．受取手形裏書譲渡高 　　　 145百万円

　

　２．保証債務

　　　下記の関係会社の金融機関借入金等に対し、次の

　　　とおり債務保証を行っている。

会社名 保証金額

　TOKAI IMPERIAL

　RUBBER INDIA

  PRIVATE,LTD　

　　　　　　　　725百万円　

　（256,100千インドルピー）

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

　　　とおりである。

　　　　荷造運送費

　　　　給料手当福利費   

　　　　退職給付引当金繰入額     　

　　　　役員退職慰労引当金繰入額   　

　　　　製品保証引当金繰入額 

　　　　役員賞与引当金繰入額   

　2,123百万円

　2,376百万円　

　52百万円　

　31百万円　

　71百万円　

　7百万円　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

　対照表に掲記されている科目の金額との関係

　(平成20年6月30日現在）

　（百万円）

　現金及び預金勘定 39,532

　現金及び現金同等物 39,532　
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年6月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年4月 1日　至　平

成20年6月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式  104,042,806株

　

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　  204,557株

　

　

３．配当に関する事項

　　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年6月23日

定時株主総会
普通株式 935 9.00 平成20年3月31日 平成20年6月24日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年4月 1日　至　平成20年6月30日）

　
ゴム製品
（百万円）

樹脂製品その他
（百万円）

計
（百万円）　

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 64,209 14,413 78,622 － 78,622

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高
3 1,317 1,320 △1,320 －

計 64,212 15,730 79,942 △1,320 78,622

営業利益 4,997 1,101 6,098 － 6,098

　（注）１　事業の区分は、製品種別の観点から２つに区分している。

２　各事業の主な製品は、次のとおりである。

ゴ　ム　製　品…防振ゴム、ホース

樹脂製品その他…精密樹脂部品、樹脂型枠、自動車用内装部品他

３　すべての営業費用を各セグメントに配賦している。

４　（会計方針の変更等）

　(1) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結

会計期間より在外子会社等の収益及び費用の換算方法を変更し、期中平均相場により換算している。　　　　　

　

　　　これにより、従来の方法によった場合に比べ、外部顧客に対する売上高がゴム製品で 975百万円、樹脂製品

その他で12百万円増加、営業利益がゴム製品で116百万円、樹脂製品その他で2百万円増加している。

　(2) 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を主に4～14

年としていたが、平成20年度税制改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結

会計期間より主に4～10年に変更している。　

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益はゴム製品が75百万円、樹脂製品その他が31百万

円減少している。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年4月 1日　至　平成20年6月30日）

　
日本

（百万円）　
北米

（百万円）
アジアその他
（百万円）　

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）　

売上高及び営業損益       

売上高       

(1)外部顧客に対する売

上高
51,684 15,463 11,475 78,622 － 78,622

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,377 172 2,678 9,227 △9,227 －

計 58,061 15,635 14,153 87,849 △9,227 78,622

営業利益 3,121 1,087 1,816 6,024 74 6,098

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度による。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北　　　　米…米国

アジアその他…中国、タイ、ポーランド

３　すべての営業費用を各セグメントに配賦している。

４　（会計方針の変更等）

　（1）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より在外子会社等の収益及び費用の換算方法を変更し、期中平均相場により換算している。

　　　これにより、従来の方法によった場合に比べ、外部顧客に対する売上高が北米で745百万円、アジアその他で

242百万円増加、営業利益が北米で46百万円、アジアその他で58百万円増加している。

　（2）「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を主に4

～14年としていたが、平成20年度税制改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期

連結会計期間より主に4～10年に変更している。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は日本が106百万円減少している。

　　　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年4月 1日　至　平成20年6月30日）

　 北米 アジアその他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 15,812 12,618 28,430

Ⅱ　連結売上高（百万円）   78,622

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
20.1 16.1 36.2

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度による。

２　各区分の属する主な国又は地域

北　　　　米…米国、カナダ

アジアその他…中国、タイ、ポーランド

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日）

前連結会計年度末
（平成20年3月31日）

１株当たり純資産額 1,394.84円 １株当たり純資産額 1,418.31円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第1四半期連結累計期間
（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

１株当たり四半期純利益金額　　　　　31.05円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

　ついては、潜在株式が存在しないため記載していない。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（百万円） 3,224

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 3,224

期中平均株式数（千株） 103,838

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年4月 1日
至　平成20年6月30日）

　該当事項なし。

　

　

　

　

　

　

２【その他】

　該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月５日

東海ゴム工業株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　　順　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 勝木　保美　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大北　尚史　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 石井　幹太　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東海ゴム工業株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな

いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報　

1.  四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、会社は当第１四半期連結会計期間

    より棚卸資産の評価に関する会計基準を適用している。

2.  四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、会社は当第１四半期連結会計期間

    より在外子会社等の収益及び費用について期中平均相場により換算する方法に変更している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会

　　　社が別途保管している。　　

　　2.四半期連結財務諸表の範囲にＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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